
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
及

び
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
イ
中
「04220

」
を
「04294

」
に
、「150600円

」
を
「192300円

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「00000003080
」
を
「00000002797

」
に
、「0007593

」
を
「0006761

」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
七

千
八
十
二
円
三
十
四
銭
」
を
「
一
万
七
千
七
百
二
十
三
円
二
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
〇
・
〇
一
四
四
二
二
」

を
「
〇
・
〇
一
三
四
二
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
一
万
六
千
七
百
二
十
四
円
七
十
六
銭
」
を
「
一
万
七
千
七

百
十
七
円
三
十
七
銭
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
〇
・
〇
一
〇
三
一
三
」
を
「
〇
・
〇
〇
九
九
一
七
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
を
削
り
、
附
則
第
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
」
を

「
平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
附
則
第
二
条
の
三
（
見
出
し
を

含
む
。）中
「
平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
」
を
「
平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度
」
に
改
め
、

同
条
を
附
則
第
二
条
の
二
と
す
る
。





別
表
第
一
及
び
別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
予
算
に
係
る
補
助
金
等
か
ら
適
用
す
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報


